








           【掲載情報は令和２年４月１日時点のものです。】         

暮 ら す 
 

空き家リフォーム助成事業補助金制度                     建設課：088-674-1117 
町内にある空き家の有効活用と移住定住促進を目的に、石井町内にある施工業者を利用した内外装の修理及び修繕やバリアフ

リー対応工事などの空き家のリフォーム工事に対して、補助金を交付します。 
 

住まいのリフォーム応援事業                          建設課：088-674-1117 

住宅の質への不安を解消し、安心して暮らす社会環境をつくり出すため、町内の施工業者を利用した住宅の修繕、補修工事や

バリアフリー対応工事などのリフォーム工事に補助金を交付します。 

 

電気式生ごみ処理機等購入補助                       環境保全課：088-674-6842 

生ごみの減量化のため、電気式生ごみ処理機かコンポスターを町内の取扱店で購入する場合に購入額の２分の１（限度額３万

円）を補助します。 

 

こうのとり応援事業（不妊治療）                       健康増進課：088-674-0001 

石井町では、不妊治療の経済的負担を軽減するため、医療保険が適用されない特定不妊治療に要する費用の一部を助成します。

１年度目は１回につき１５万円（上限）、２年度目以降７．５万円（上限）です。 
 

育 て る                                  
 

子どもはぐくみ医療費助成事業                      子育て支援課：088-674-1623 

０歳から１８歳到達後最初の３月３１日までの子どもにかかる医療費の一部を保護者に対し、助成します。 
 

乳幼児歯科継続健診・フッ素塗布・歯磨き指導               健康増進課：088-674-0001 

石井町では、徳島大学大学院小児歯科学分野と町内歯科医師と協力して、子どものむし歯予防のため８・９か月児から５歳児

まで半年毎に歯科健診・フッ素塗布・歯磨き指導を行っています。（必要時、保健師・管理栄養士による相談も実施しています。） 

 

新生児聴覚検査                              健康増進課：088-674-0001 

石井町では、指定医療機関で新生児聴覚検査を実施しています。 

 

子育て応援祝金支給制度                         子育て支援課：088-674-1623 

入学支度金 
監護する児童が小学校又は中学校に入学する年の２月１日を基準日とし、町内に１年以上継続して住所を有しているひとり親

に対して、小学校又は中学校入学時に３万円を支給します。申請期間は入学する年の２月１日から末日です。（詳しい支給要件

等はお問い合わせください。） 

 

病児保育事業                              子育て支援課：088-674-1623 
病気中や病気の回復中の児童で、保護者の勤務の都合など社会的にやむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な児

童を対象に、保育を行います。 

 

幼児教育・保育の無償化  子育て支援課：088-674-1623（保育）  学校教育課：088-674-7505（幼稚園） 
令和元年１０月からの「幼児教育・保育の無償化」により町内幼保施設の保育料（実費徴収分を除く）について、すべての３

～５歳児及び住民税非課税世帯の２歳以下の児童が無償化の対象となっています。また、石井町独自の施策も加え、住民税課税

世帯の２歳以下の児童であっても、第２子以降は無償とします（第１子が１８歳未満である場合）。 

 

ブックスタート事業                                 子育て支援課：088-674-1623 

赤ちゃんと保護者が絵本を通してふれあうきっかけづくりのお手伝いとして、４・５か月児健診時にボランティアスタッフが

読み聞かせをし、絵本をプレゼントしています。 

 

とくしま在宅育児応援クーポン事業                      子育て支援課：088-674-1623 
在宅で育児をしている保護者を対象に、地域の様々な子育て支援サービスの利用料の支払いに使える「とくしま在宅育児応援

クーポン」を交付しています。（交付要件あり） 

 

地域子育て支援拠点事業                          子育て支援課：088-674-1623 
地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の保護者を対象に、交流や育児相談、情報提供などを行っています。町内では「NPO

法人こどもねっといしい子育てサロン」、「さくら認定こども園にじぐみ」で実施しています。 ７ 



学童保育                                子育て支援課：088-674-1623 

昼間、保護者のいない家庭の児童を対象に、放課後等に適切な遊びや生活の場、安心して過ごせる場を提供します。全ての小

学校区において、小学校の敷地内や近隣で学童保育を実施しています。 

 

幼稚園預かり保育事業                           学校教育課：088-674-7505 
降園後、保護者の就労等のため家庭で保育することができない幼児を対象に幼稚園でお預かりします。また、夏休み等の長期

休業期間（春休みは年度中の入園前・卒園後）、土曜日も必要に応じています。 

 

幼稚園給食の実施                             学校教育課：088-674-7505 
幼稚園児に対し給食を実施し、保護者の負担を軽減しています。 

 

いしい英語大好き事業                           学校教育課：088-674-7505 

町内の幼稚園、小学校を対象に、英語の巡回指導を行っています。 

 

ファミリー・サポート・センター         徳島ファミリー・サポート・センター：088-611-1551 
子育て中の家族が安心して子育てと仕事の両立ができるよう、地域の中で子育ての応援をしてほしい人と、子育ての応援をし

たい人が会員となり、育児についてお互いに助け合う相互援助活動を行っています。 

 

子育て世代包括支援センター事業 子育て世代包括支援センター｢ひだまり｣（健康増進課内）:088-677-5430 

妊産婦や子育て中の保護者及び家族の相談を無料で行っています。 

 

就 農 支 援 
 

農業次世代人材投資事業                          産業経済課：088-674-1118 
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後に農業次世代人材投資資金（年間上限１５０万円。最長５年間。）

を交付します。 

 

融資主体補助型経営体育成支援事業補助金                 産業経済課：088-674-1118 
地域農業の担い手を育成し、その方たちが経営規模の拡大や農産物の加工・流通・販売等の経営の多角化等に取り組む際に必

要となる農業用機械や施設等の導入等について補助金を給付します。 

 

創 業 支 援                                                                         
 

創業支援等事業                              産業経済課：088-674-1118 

商工会や創業支援事業者等と連携し、町が創業支援に関するワンストップ相談窓口となり、創業希望者に創業支援事業者等が

行う事業の情報提供やその他支援を行います。 

 

創業促進事業補助金                            産業経済課：088-674-1118 

石井町創業支援等事業計画に基づく、特定創業支援等事業による支援を受け、石井町内で創業しようとする者に対し補助金を

交付します。（上限：１０万円） 

 

創業セミナー（商工会）                          産業経済課：088-674-1118 

創業に必要な知識が習得できるセミナーを開催し、創業希望者の経営力のレベルアップを支援します。 

 

お 役 立 ち 制 度 
 

婚姻記念品贈呈サービス                            住民課：088-674-1114 

石井町に婚姻届を提出された方に、「写真立て」をプレゼントします。 

 

出生記念品贈呈サービス                            住民課：088-674-1114 

石井町に出生届を提出された方に、お子様の誕生記念として「おむつケーキ」をプレゼントします。（生まれた子の住所が石

井町内に限ります。） 

 

粗大ごみ収集サービス                           環境保全課：088-674-6842 

 独居老人等、持ち込み手段の無い方の粗大ごみを収集します。 

 

 ８ 



買いたい 

借りたい 

移住希望者 

浄化槽設置整備事業補助金制度                      環境保全課：088-674-6842 

既設単独処理浄化槽または汲み取り槽から、合併処理浄化槽に設置換え（転換）を行う場合、設置費等の一部を補助します。 

 

木造住宅耐震改修支援事業                        危機管理課：088-674-1171 
木造住宅の耐震改修工事を行う方に対し、耐震改修費用の一部を助成する事業です。 

耐震改修工事 

診断結果が評点１．０未満（倒壊する可能性がある）であった住宅を、評点１．０以上（一応倒壊しない）のレベルまで改修

する工事です。補助金額は対象となる工事費の５分の４以内で、感電ブレーカーの設置を条件に最大１３０万円です。 

耐震シェルター設置 
診断結果が１．０未満（倒壊する可能性がある）の木造住宅で、一定の要件のもとに行う耐震シェルター設置工事です。補助

金額は対象となる工事費の５分の４以内で、上限８０万円です。 

 

敬老祝金                                 長寿社会課：088-674-6111 

長寿を祝福するとともに、高齢者の福祉を増進するため、人生の節目を迎える高齢者の方に、敬老祝金をお贈りしています。

支給対象は、９月３０日において石井町に引き続き１年以上居住している満８８歳及び満１００歳の方です。 

 

高齢者外出支援事業                            長寿社会課：088-674-6111 

家族からの支援が望めず、外出困難な高齢者に対して、バス及びタクシーの助成券を配布することにより、外出を支援する事

業です。支給対象は４月１日において７５歳以上で自家用車及び自動車運転免許証を所持されていない方です。 

 

生活支援のノートの配布                          長寿社会課：088-674-6111 

エンディングノートとしても活用できる、高齢者の生活支援のためのノート「わたしの人生のあゆみ」を希望者に配布します。 

 

空 き 家 対 策                                    
 

空き家相談窓口                                総務課：088-674-1111 

空き家に関するワンストップ相談窓口（適正管理・利活用・除却等）を開設しています。石井町総務課まで、お気軽にご相談

ください。 

 

石井町空き家バンク 

 

 

 

 

 

 

 

空き家に付属した土地                           農業委員会：088-674-7507 
石井町では、空き家に付属した農地を空き家と一緒に取得される場合は、１㎡からでも取得できるようになりました。詳しい

内容は、石井町農業委員会までご相談ください。 

空き家を有効活用し、定住促進による地域の活性化を図るため、町

内の空き家情報を登録する空き家バンク※を設置しました。 

※空き家バンクとは、空き家の売買・賃貸を希望する所有者から申し

込みを受けた物件情報をホームページで公開し、移住等を希望する

方に情報提供を行うシステムです。なお、契約交渉は徳島県に登録

された空き家コーディネーターと行います。 

・町は物件の情報提供を行いますが、交渉や契約には一切関

与しません。 

・空き家バンクでの物件の売買または賃貸借の契約が成立し

たときは、空き家コーディネーターに対する手数料が発生

します。 

登録 

情報 

協力 

石井町 

空き家バンク 
登録 

石井町空き家バンク 

アットホーム版 

空き家コーディネーター 

（宅建事業者） 

仲介・交渉・契約 

ライフルホーム版 

売りたい 

貸したい 

空き家所有者 

利用申込 
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